
山手まちづくり協定に基づくチェックリス ト…1

該当する項目の日にチェックニ「 (レ)を入れて下さい

不適合の場合は、その理由を備考欄に記入するか又lま説明資料を添付してください

方針 1

ゆったりとした

宅地環境を

守ります

1敷地面積

敷地分害1 □なし

タト奎[:麦 l塁  i菫雷各儀球

1基準 1-2 最低地盤面からの建物高さ

山手にふさわしい

建築規模の維持
建築面積 1ゴ    建ぺい率

基準 1-3
山手にふさわ しい 外壁    /
1建

物形態・色彩の維持
|

|                 |

回色彩が周囲と調和している

:群 1-4
:共同住宅等の建設に

1計画戸数

1住戸の専有面積

1駐車場設置台数

考

該

当

な

し

不

適

合

適

　

合

1基準 1‐ 1

1ゆ
とりある敷地の確保

|

1基準 1‐ 5

1-定規模以上の

1題菫墓驚逸議

1基準 2‐ 2

1自社看板広告の制限

基準 2‐ 3
自動販売機の設置

1基準2-4

□あり

目間チき行為

田建売戸建住宅の建設

□共同住宅の建設

|□その他 (

1近隣説明会の開催日時 年

1説明対象世帯数

:説 llE会参加世帯数

:建物用途 □飲食店 □その他 (

立  地 自由手本通り治い 口それ以外

営業時蘭

:看板広告の設置 日あり  □なし

看板広告の設置位置

自動販売機の設置 □あり  □なし

自動販売機の設置台数

□広告シールの掲出はない

塀

対する基準

1薫禦
1緑豊かな環境

を保全します
上
寸時

延床面積    ボ    容積率    %

素材 /色彩  屋根    /

□建物形態が周囲と調和している

駐車場配置設計

ゴミ集積場 □設置する 国設置しない

分害1前の全体計画

□土地利用転換

□ 1(1戸 以上の宅地造成

田空缶回収箱を設置する

景観的配慮 □色彩に配慮した

口動光・点滅サインはない

か ら丸見えにならないように

いなどを設 |す る

閑静な環境の維持
田音や臭いの発生に問題はない

基準 2‐ 1
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山手まちづくり協定に基づくチェックリス ト…2

景観的配慮 □生垣を設置 した

□設鱗機器の色彩を配慮した

国市駐車施設基準に準拠した配置設計

考

該

当

な

し

不

適

合

方針 2

開静で

緑豊かな環境

を保全します

該当する項目の日にチェック印 (レ )を入れて下さい

不適合の場合は、その理由を備考欄に記入するか又は説明資料を添付してください

:基準 2-5
1営業用駐車場の

1設置条件

1基準 3‐ 1

1空家・空地等の

1連切な維持管理

1基準 3‐ 3

1生活安全と地域防災

1基準 4‐ 1

1景観本の保全

:駐車台数

□空家である □空地である

敷地内の緑の措置  □残す 田伐採

敷地の囲障 □生垣 口その他 (

F電 灯の設置 □設置する 日設置しない

ロラン ドマークにな り、

いる本を残す

方針 3

清潔で安全な

まちを維持

してもヽきます

方針 4

山手らしい

緑を守リ

育てます

方針 5

山手の歴史を

物語る歴史的

建造物を大切

にします

方針 6

1眺望

1方針7 基準7-1
1快適な

1歩行者空間 :□電柱を宅地内に移設する

□擁壁等の平面図・断面図・立面図

□樹木・植栽計画図

田建物立面図

山手らしさを形成して |

藝敷地面積 50菫あたりに高木 1本以上植樹する

宅地内の緑の保全育成
園敷地面積 200董未満でも高本 基本以上植樹する

藝敷地面積の 10%以上が緑地である

:基準 4-3      1熙 障の形態 □生垣 ロフェンス

1衛路に画する縁の形成 |     ロプロック塀  □その他

□轟障の高さは 1.5m以下

翻街路に面する場所に高木を植樹する

基準 4‐ 4 密まとまった樹林地や斜面緑地を保全する

:樹林地や斜面緑地の保全
轟擁壁等の人三構造物の緑被を行う

基準 5‐ 1

歴史的建遣物の活用保全

藝駆史的建i董物があり、保全活用を行う

ロプラフ積みがあり、保全活用を行う

基準 5-2 □歴史的な外構囲障、ブラフ積みを改築除去し、
:

1歴史的景観の継承 その景観を継承した囲障にする

□新たに設置する擁壁や土留めは石垣等にする
|

(そ の他

|□ 新たに設置する擁壁や土留めの最大高さは  |
i 3m以 下である (           m)

1基準 6… 1

1良好な見晴らしの確保

□造成計画図

日外構計画図

□建物配置図

□屋外自社広告物の配置図・姿図

□伐採計画図

□色彩計画図 (建物立面図と兼用可)

:□ 塀をセットパックする

添付図面

□その他工作物等計画図 (門・塀・自動販売機の配置図等 )

|□ 景観基準点からの見晴らしが確保できている
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山手まちづくり協定 まちづくりの指針

山手まちづくり協定は、私たちが所有あるいは使用する土地や建物の造り方、使い方を自ら規定し、お互

いに迷惑を掛けず快適に暮らせるようにする、善意に基づいたルールです。本協定は、新たに転入する住民、

山手地区で事業を行う事業者にも継承されます。

協定のまちづくりの指針は、まちづくりの方向性を示した方針、その内容を具体的に示した基準から構成

されます。

関連する法令や横浜市の条fFJ・ 要網・制度もありますので、併せて参照して下さい。(P22以降に主なも

のの一部を抜粋して掲載しています。)

基準のうしろに関連する主な法tll度等を凡例で示しています。 く凡例〉

要綱 :山手地区景観風致保全要綱

風致 :横浜市風致地区条例

地区 :山手町地区地区計画

建fFl:横浜市建築基準条Fll

景観 :横浜市魅力ある都市景観のell造に関する条例

歴史 :横浜市歴史を生かしたまちづくり要綱

【基準4‐ 1.I

地域のランドマーク1こなり、畿手らしさを形成している高さ5m以上の機本1ま 保存に努めましょう。

ずI

導

【基準7‐ 1.1

山手本通りなど道鋳の状

況に応じて塀をセットパッ
クしたり、電柱を宅地内移

設するなど、歩行者環境の

改善に協力しましょう。

【基準4‐ 3.I

道路境界の圏障は、生埋や轟の

緑への視線を透過するフェンス又

!よ 、プロック塀 :こ する時 iよ 、高さ

を1.5触 以下に抑え、塀の緑化 に

努めましょう。

【基準5"1.】

歴史的建造物及びブラフ積、

【基準4-3.1

F電 の際などに、

【基準1年2.1           1
建築物を新築する場合、   |

高さの最高限度 |ま 101機 。た

だし、地区計轟区域内は地

区計藝の規定によります。

【基準1‐ 1,1

敷地鈴纏分化を避 :ナ 、戸建住宅地

の敷地は原理165錢以上とし、建物は

外壁を通路1閣 21■l、 隣地 1長1l m以上

後退して下在しヽ.

その他の歴史的遣構の保全とその活用に努めましょう。

それぞれの家を象徴するような高本を植えましょう。

【基準4・・4.1
まとまった樹林地や斜面緑地Iま保全に努めましょう。

【基準1-3.1

建物lFt出 来るだ:す傾斜羅穣 :こするなど

周国と調器する形態にしましょう。

::卜二I■
1

鶴 準4-211

敷地面積50ボあたり1本以上、数地面積
200ボ 未満でも4本以上の緑化を行います。

3



地環境を守ります (目標 1)
方針 1.私達:ま山手らしい景観を維持し, 優層も低密の建て議まりの無いゆつたりとした宅 |

|

i■
'｀

11こ 二豪 :壼T 
‐ ‐

1難 摯境界諄

1 ■ _■ |‐ ■||:1111‐ |'|:■    :

購地

敷地面積は原則165ぶ 以上

:  ~‐
~1:0ふ

政I
.(lrla#***xtffi

猛基準 1-1.Iゆ とりある敷地の確保 く風数・地区 〉 |

○敷地の細分化を避け、ゆとりある敷地の確保に努めましょう。最

低敷地規模を原員Jと して以下の通りとして下さい。

戸建住宅の場合 165題 /戸

(但 し、従前の土地が 165ゴ未満の場合はこの限りではありません)

○建物は、外壁を道路償12m、 隣地側 lm以上後退してください。《風致》

【基準 1‐2.1出手にふさわしい建物規模の維持 く要網・風数・地区〉

○新築の際には、建物・工作物等の高さの最高限度は 10mと します。

ただし、地区計画区域内は地区計画の規定によります。

建築物等の高さ :建築物等が周辺の地盤と接する最も低い位置からの高さで、建築

物の屋上構造物 (家庭用アンテナ及び目透かしの手摺等で見通じ

を妨げないものを除く)を含む。営業用アンテナは工作物です。

華画道露

:      隣地      |

敷地に高僣議がある 菫颯に接する

種華鵜●最薔高さ  難鐘鶴0最書薔さ

建築物が

周辺の地盤と

接する最も低い

位置からの

最高高さ1よ 10m

空場を持つ地

下室のある建

物は空機下端

からの最轟轟

さ:ま 10義

道鋳 |・ 1宅 it

建物と一体化していない 建物と轟体化してしヽる

地下難車場を騰えた  地下駐車場を鐵えた

建築物の最覇 さ   建築物の最高高さ

壼基準 1-3.I山 手にふさわしい建物形静 色彩の維持 く要綱・景観〉
|

○建築物を新築する場合は、周辺の環境と調和した景観を継承する

ように努めましょう。

○建物は、出来るだけ傾斜屋根にするなど、周辺と調和する形態に

しましよう。

○建物の色彩は、周辺の自然や景観との調和を図った落ち着いた色

調にしましょう。

爆調診に ● 11て, ・屋根は無彩色系の明度も彩度も低もヽ色が無手の色です。 (明 度 5以下、彩度 2以下)

・璧面は無彩色系か黄 (V)、 黄赤 (V貴)系勢瞬度が高く、彩度の低tヽ 色が好ましい曲手の色です.(現度 7以上、彩度4以下)

・饉障|ま 明度が高く、彩度が低<持えられた色が望ましもヽ山手の色です。

'ア クセントに歴史的建造物に見られる緑青色を離いる場合、屋根等に同色相の色を組み合わせると、好ましい山手鈴配

色 |こなります (参考lJllケ ース3).色の組み合わせにも藝こ慮して<ださい。

曲手の代表欝な色使い (好ましいカラープランニング側)(数字はマンセル議号)

/イ 屋根
10R-3/3

/アクセント

囲‐陣   :
10線～4/8

ケースA ケースB ケースC

轟

壼
甕

2,Om以上

=外
壁の基調色に強い色彩を用いると層国の環境とそく

゛
わなくなりがちです

″屋根
10CV-6/2

″́アクセント
5R-3/1

/壁面
10YR-3/12

輻

難 轟

麗根
10R-3/8

,ア クセント
10GY―γ4

/壁面
10YR～ 7/8

屋́繰
7.5R-4/14

′アクセント
5R-3/1

′壁爾
10織 -3/14

ケースF

懇 藝
:jト

ニ:■

=||11  ==_

猥

Ｎ

麗

げ
／

最高轟さ10錦
|

:11111111111,■■

露 鷺

7 SR-3/:寺

l  m
ケースニ
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【基準1-4.1共同住宅等の建設に対する基準

農撤饉0掛構と既存続本を保書して,

に建警えた撰 (曲手地菫〕

進 路

瀬発許爾手続を避けるため.2つの敷地を事難

審が4つに分割して。13Fの集含住宅を計爾じ
た機.山季まちづくり協筵で:ま.1つの隠難と

して層議して爾奪、憾筵●醸難を行います。

○共同住宅の住戸等の専有面積は、ファミリータイプの居住を推進

するため、原Ellと して 70ボ以上 (バルコニー、ベランダ等屋外を

除く)と してください。

○計画地 IAlの 既存樹本は、できる限 り保存するよう造成計画や建物

配置計画を行つてください。既存樹本を伐採せざるを得ない計画

については、事前に協定運営委員会に協議してください。計画地

内の植裁の伐採、移植、補植については、横浜市風致地区条例に

基づき市へ許可を申請してください。

● 5戸以上の共同住宅等 (敷地分割して共同住宅等を建設する計画

については、分割前の敷地全体の計画戸数を対象とする)に付置

する駐車・駐輪施設は、自動車 'バイク・自転車が道路から直接

出入庫するのではなく、敷地内通路を介してのみ出入りする配置

と構造にしてください。また、駐車施設の設置に当たっては、横

浜市建築基準条Flj第 4条 3の駐車場施設基準に拠つてください。

010戸以上の戸建て住宅開発・共同住宅建設の際は、敷地内にゴミ

集積場を設置してください。 (但 し、10戸未満でも周辺状況により

行政と調整して設置を要請する場合もあります。)ゴミ集積場は、

カラス等がゴミを漁れない構造とし、収集車が寄り付ける位置に、

道路から丸見えにならないようにするなど周囲の景観に配慮して

ください。

●建築主・事業者は、共同住宅の適正な管理及び近隣住民からのFpe

い合わせ等に迅速な対応が出来るような管理体制を協議届出書に

記載してください。30戸以上の共同住宅には連絡が取れるよう、

管理人を置いてください。30戸未満で管理人を置かない場合は、

建物玄関等の見やすいところに管理受託者等の氏名及び連絡先を

明記した表示板を設置してください。

【轟準1-5.1-菫規模以上の開発行為も建築等の確認

○敷地面積 500ぷ以上の土地fll用転換・開発行為 (敷地分割して共

同住宅等を建設する開発計画においては、従前の敷地面積を対象

とし、駐車場整備を含む)または 10戸以上の宅地造成 。建売戸

建住宅建設・共同住宅建設については、環境保全委員会への確認

届出の前に、事業者|ま近隣住民 (敷地境界線より30m以内の住民)

に説明会を開催してください。

○届出の際は、近隣住民の賛否も含め説明会の記録を添付してくだ

さい。                   「

○東部環境保全委員会に事業者は必ず出席 し、説明 してくださぃ。

○住民説明会を実施した事業について開示の要望があった場合、計

画書等の開示の諾否、開示方法などの対応は事業者自ら行つてく

ださい。

○事業者は不動産の販売に際して「山手まちづくり協定Jの趣旨と

内容を十分に顧客に説明してください。併せて、山手地区の環境

美化に協力して努めるため、入居者・管理人は町内会・自治会に

入会するよう、重要事項説明事項に記載してください。

Ｌ

ｔ れ
，

駐車場のつくり方

参考にしたいゴミ置き場0修攀事僻 t出手地霊)
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方針 2.私達は商業施設等の立地を抑え.閣静で緑豊かな環境を保全していきます (目標 1)

営業時間や自社広告鵜0撮議など、周囲0環境
に配慮した獄食店の例

【基準2-1.】 建物用達のtlj眼 く覆遷割爾〉

○山手本通沿い以外では、飲食店等の営業は行わないようにしましょ

う。また、店舗等の営業時間は、原則として 午前 10時から午後 9

時までとしましょう。

:轟準 2‐2.I看標・広告物のtll眼 〈景観〉

○自社広告物以外の屋上広告、壁面広告、窓面広告、電柱広告の設

置は行わないようにしましよう。

○自社広告物の位置、大きさ、色彩等は周囲の景観に配慮したもの

にしましよう。 (参考 :横浜市屋外広告物条rll)

:基準 2-3.1自動販売機の設置OtlJ眼

○自動販売機を道路に直接面して設置することは、原則として禁止

します。止むを得ず屋外に設置する場合は、通りから直接見える

場所はできるだけ避けるとともに、囲いを設ける、動光・点滅サ

イン、音声案内や添付シールは付けない、飲料容器以外は原色系

を使用しない、など周囲の景観に配慮してください。

①自動販売機を設置する場合は、設置者は必ず傍らに空き缶回収箱

を設置し、空き缶等の管理に努めてください。

|【基準2-4.】 閑静な環境の維持

○店舗内外等で音楽を演奏、放送する場合は、近隣に迷惑をかけな

い音量にするよう努めましょう。

○店舗、施設等で臭いが発生する場合は、近隣に迷惑をかけないよ

う努めましょう。

【基準2‐5,】 営業用駐車場 (時間費や月極の駐車場等)の設置条件

○営業用駐車場を設置する場合は、歩行者の安全を図るため、車の

出し入れについて十分な対策を講じてください。自動車が道路か

ら直接出入庫するのではなく、敷地内通路を介してのみ出入りす

る配置と構造にしてください。

●コインパーキングの看板や精算機等機器の色彩は周囲の景観に配

慮してください。

●駐車場の周囲には生垣や花壇を設ける等、周囲の環境に十分配慮

してください。

○駐車場の日常管理では、掲示板等により利用者にも環境の美化・保

全を促すと共に、経営者は定期的に清掃をしてください。

又

〉

轟

道 路

1)轟

道 路

自動販売機の修景に配慮してください

駐車場の出入口1ま 1箇所に集約します

ホ立や色彩等.周囲の環境に配慮した難車場
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方針3.私達は清潔で安全なまちを維持していきます (目標 1)

敷地や難機のさまざまな経fL手議 (方針 4}

―  l

●建物を取壊し、敷地を更地にする際|ま、事前に曲手東部環境保

全委員会に届出して下さい。

●空地の所有者・管理者:ま敷地に連絡先を表示してください。

●空地の生壇や敷地内の既存樹本については極力保存してください。

尚工事等で支障する場合は移植に努ぬましよう。止むを得ず除去

する場合は、横浜市民致地区条例に基づく申請手続により、行政

の許可を受けてください。

●空家・空地の所有者・管理者は、雑草、ゴミ、防火等について空家・

空地の適切な維持管理を行うよう努めてください。

|

一
―

コ

○公園と街路の美化清掃を協力して行いましよう。

●家庭ゴミ:ま散乱しないようにまとめて指定置。指定場所に出し、

集積場の管理を行いましょう。

i【基準3-3.】 豊活安全・地域講業の向上

○防犯灯や門灯を設置 。点灯 し、生活安全の向上に努めましよう。

山手0菫攀を影る機本の機 (方針4)

●

l【基準3-1.菫 整家・壺懇 :不動産管理地の饉燿な維持管理

:基準 3-2.1ま ちの業化の儀難

門簿を設置しましよう

難車場の織化

モクレン

開発声難住宅地の轟化 共澤住宅のパルコニーの経盤
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1方針4.私達は山手らしい緑を守り,育てます (目標 2)

+F.*'*.#,*'Hr*{
i弯豪地境界線

撃菫進践

卜
と

一 "一
ヽ

一 =一 "― ・

:      鱗地

敷地面積50ボ あたり 1本、200ぼ 未満の

敷地でも4本以上の高本 (樹高3m以上)

を植栽しましょう

道轟境界際峰

【基準 4‐ 1.】 景観本の保全 く要網・風数 〉

○地域のランドマークになり、山手らしさを形成している高さ5m
以上の樹木 (ヒ マラヤ杉、タブ、クス、ケヤキ等の吉本、大木)

は保存に努めましょう。

○工事等で支障となる場合は移植に努めましょう。止むを得ず除去

する場合は、横浜市風致地区条例に基づく申請手続きにより、行

政の許可を受けてください。

【基準 4‐2.I宅地内の緑の保全育威 く要網・風数〉

○宅地内に育成している樹木等を通切に管理しましょう。

○樹木等の除去は最小限に努めましょう。なお、工事等で支障する

場合は、移植に努めましょう。止むを得ず除去する場合は、横浜

市風致地区条例に基づく申請手続により、行政の許可を受けてく

ださい。

○敷地面積の 10%以上は緑地としてください。

●敷地面積50ゴあたり1本以上、敷地面積200ゴ未満でも4本以上

の高木 (樹高3m以上)による緑化を行つてください。

【基準 4-3.】 街轟に聞する轟の保全育成

○道路境界の囲障は、生垣や庭の緑への視線を透過するフェンスな

どにしましょう。また、止むを得ずプロック塀など視線を遮る塀

を設置する場合は、原則として道路面から高さ 1.5m以下とし、塀

の緑化に努めましょう。

●門の際など道路境界付近に、それぞれの家を象徴するような高木

を育成し、緑豊かな街路景観を形成するよう努めましょう。

【基準4-4.】 JAt園や樹林地・斜面緑地の保全 く風致〉

0身近な公園は、地域住民の手で日常管理に努めましょう。

○山手の緑環境を形成しているまとまった樹林地や斜面緑地は、保

全に努めましょう。

まとまった緑地 :斜面地や学校、公園などの一群として見える緑。

○切土や盛上、敷地境界の変更などを伴う開発を行う場合は、現況

地形を尊重した敷地計画や新たに設置する人工構造物の緑被に努

めましょう。

自然樹形が発事なクスノキは出手に多い機種

道臨境界部の国薄

道路境界際は生垣や

高さが1。 5m以下の

透過性のあるフェン
スと緑を組み合わせ
たものを配置する。

の高さ1ま 1.5rtl以

墨直擁肇の議機の例
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方針5,私達は山手の歴史を物語る歴史的建造物を大切にしていきます (目標 2)

ノ

擁壁の経化の例
探数の上部 :こ は

生理やT警 ■性の機織

登攀性の機織

道 路 宅 地

擁壁の上部に1よ

生垣や下垂れ性の機裁

【基準5-1.I歴史的建造物の保全・活用 く歴史 〉

0歴史的建造物及びブラフ積み、その他の歴史的遺構の保全と、そ

の活用に努めましよう。

歴史的建造物 :近代洋風建築、土木産業遺産などの横浜市登録・認定歴史的建造物

や文fヒ財などを指します。

く風数・歴史〉【基準 5‐2.1歴史飾景観の経彙

○止むを得ず歴史が感 じられる門、塀や柵、プラフ積み等を改築、

除去する場合等は、その景観を継承するよう設計し工事を行うよ

う努めましょう。

○新たに擁壁、土留め等を設置する場合は、できるだけ石垣等にす

るよう努めましょう。また、その高さは 3m以下とし、直擁壁を避

け、擁壁の緑化に努めましょう。

1 1■         t
,・

“
・

“
月

"口 “““
ロロ
・・

■i● ●

`●

●

“

●|ぃ ●
"■

F",● ●●
・ ")・ "・・・・・・ ‐

1"h・

日`
・・ "・・

1::: 

‐

掘壁の援絡めには  :
登攀性の纏裁    |

適 路 :宅 地

垂直擁盤   ‐

【推奨植犠1

リユウノヒゲ、シラン、
フイリヤプラン、ハナニ予、
イタビ携ズラ、ナツヅタなど

理

方針 6.私達は山手の二のJAt共の場からの港や市街地。富士山等へ0眺望を大事にしていき

ます (目標 2)
ノ

良好な見購らしの確保 く要網〉

○地域内の建築物は景観基準点からの見通し、見晴らしを妨げない

ようにしましょう。

景観基準点 :港の見える丘/At園 展望台、霧笛橋、見晴らしトンネル上、新山下ベイ

サイドシテイ、外国人墓地正門前、元町百段公園、山手イタリア山庭

圏など、山手地区景観風致保全要網に示され′ている視点場

・ 山手織菫景観轟数保全要編による最簿基準点

Vその機の議望点         |

1,ア ンテナや広告が顔を出さない。

2,駐車場の車を裸で見せない。

3.ガードレールや柵が見苦しいものは使わない。

4.床面の仕上げに気をつかう。

景観轟準慮も酪望点からの見通しの機保の機滞

_.イ
'`..11`‐

・‐
― 

|`

■.こ 1、
1ヽ

|ミ、、‐・
・ tヽi‐

|【基準6-1.1

周辺市籍地への眺望の良さ1ま山手地区の特徴です
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方針7.私達:ま山手本通りを軸線とする安全で機通な歩行者菫間を進り.

(目標3)
維持していきます

:

擦塁審を機遇して,

空場を織化
フェンスや塀 |

しましょう
空地を鶉紋鋳に

0建築物の建替えなどの際には、場所の状況に応じて塀をセットパッ

クさせる、電柱を宅地内移設をするなど、歩行者環境の改善への

協力に努めましょう。

●自宅への設備の薔|き込みなどで歩道掘rillェ 事を行った後は 1日 状の

舗装材で復購しましょう。

○道路標識、街路灯、バス停標識等の構造物を歩道上に設置する時は、

歩道幅員を大きく狭めないように配慮してください。

門‐や自議織

「方針8. 私達は学校.教BAs JAt閣 西洋館与博物鶴等が数多く立地する横浜有数の文教地区の :

t__三警警 _ヒ1_Fl_藍整1__誓書・ 攀関西洋盤.博物館等の存難

○山手の歴史的資産でもある学校、教会、公開西洋館、博物館等の

存続に、協力・支援しましょう。

:基準 3-2.藤 出手のポランテイア団体と地域住民の連携

●山手を舞台とする市民ポランテイア活動等への積極的な参加・協

力に努めましょう。

菫   螢壁整整豊整壁豊__量l堕里璧型壁型壁_二

〇学校の公開講座や研修、研究プログラム、協働イベン トなどへの

参加・協力に努めましょう。

O/Ak開 西洋鑢や博物館等の活動 :こ 参加し、互いに交流を深めるよう

に努めましょう。

ゴールデンウィークに開僣しているTAP

(チューリップア“トプロムナート)

●山手東部地区の住民、土地・建物の所有者、山手東部地区に

事業所を持つ事業者 |ま 曲手東部町内会に加入 し、曲手のまち

づくりに積極的に参加・協力しましょう。

「，‐‘ｊ

覆轟準 7‐ 1。 】歩籍菫閣0安全機・機題機の向上

文化麟な環境を大事にし。相夏の変議を澤めs新たな地域文化の発信を日つていき
ます (目標4)

増劇p卜■_ル

方針9.私鷲は行政や自手に関わる機々な人の響菫と力を集めて曲手まちづくり憾定を運澤
し、曲響義ちづくリプランの実現を懸霧してま事づくりを進静ていきます 幅 檬 5)

I基準卜霧α露 青白金へ勢加入
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開発事業調整条例に基づく、開発事業者の責務について

横浜市開発事業の調整等に関する条例 (以 下、条例)について|ま、平成25年 7月 1目 に改正条例が施行されますが、条例

制定時の趣旨に立ち返り、改めて「開発事業者の責務Jを再確認し、開発事業計画をしていただきますようお願いします。

【条例I(開発事業者の責務)

第5条 開発事業者は、地域まちづくり計画に整合し、かつ、周辺環境と調和するよう、開発事業を行わな

ければならない。

2開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を制定することのないように努め、自らの負担と責任にお

いて必要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好な都市環境の形成を図らなければならない。

3開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適切に管理するため、横浜市への引継ぎ等の必

要な措置を講じなければならない。

11__地域まちづ くり計画 との整合について

犠漢事の都市計画マスタープランのうち地区プラン、その難幕民との協働によるまちづくりを推進するために策定された

計画のうち規員」で定めるもの く具体釣:こは、地区計画、建築壌定、地域まちづくり推進条鍵:こ基づく地i或まちづ<リプラン

及び地域まちづくリルール)を、条例で「地域まちづ<り計轟」として定義しています。これらの内容をよ<ご確認の上、

事業計画と地域まちづ<り計画とを整含させるよう、検討をお懸いします。

21殊更に小規模な開発事業区域 を設定することのないように努めることについて

一睡の立地:こ可能な限攀―体で難発事業を行うことで、霧麗な交通が理られるような通り薮け進路や、地1式の人:こ裁しま

れる公園の計画等、地i或の農好な都市環境の彫成に翼するよう、必要な公共縫設および公益緯施設の整備をお願いします。

事業者の皆様方におかれましては、条例の趣旨に基づき、地域まちづくり計画に整含し、殊更に小規模な開

発区域を設定することのないように努め、必要なrAt其施設及び公釜的施設を整備し、地域の良好な環境に資

することができる開発計画となるよう、今一度、開発事業者の資務についてご理解とご協力をお願いします。

通 り抜 け道路 |こ よ

る、行き止まりの無

い円滑な道路交通 (公

道移管、事業主の管

理負担なり

地域の人 に親

しまれる/A・園

行 き止 ま り

小分 け開 発

`私

通事事業主

の管 理 負担

発生}
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山手まちづくり協定に援用される法律・条例等 (抜粋)

1.山手地区景観風数保全要嗣 担当課 :横浜市都市整備轟都市再生推進課 TEL:0こ15-671-2673

1.目鵬
この要網は、国際文fヒ管理都市を指向する横浜山手地区

およびその周辺 (以下「保全区域」という。)の景観風致を

保全し、かつ、横浜にふさわしい眺望を確保するため、こ

れに関する法律および条令に基づく規制基準ならびに地域

地区等の整備がなされるまでの間、保全区域における開発

行為および建築行為を指導することを目的とする。

2.定義

(1)保全区域

山手風致地区およびその周辺を含む別添図面表示の

区域

(2)特別保全地区

保全区域のうち、外国人墓地を中心とするlll添図面

表示の地区

(3)開発行為

土地の区画または形質の変更をいう (こ れに伴う工

作物の設置を含む。)

(4)建築行為

建築物、工作物その他土地に定着する構築物 (以下

「建築物等」という。)を設置する行為

(5)建築物等の高さ

建築物等が周囲の地面と接する最も低い位置からの

高さで、建築物の屋上構造物 (避雷針、アンテナ、お

よび目すかしの手摺等で見通しを妨げないものを除

く。)を含む

3.通用対象
(1)こ の要綱の適用区域は、保全区域 (特 BIJ保全区域を含

む。以下同様)とする。

(2)こ の要網の適用対象行為は、開発行為および建築行為

とする。

(3)上記 (1)、 (2)の ほか、特別保全地区からの銚望を

確保するため、特に対策を要するものについては、こ

の要網の一部または全部を準用する。

4.保全対策の基準
(1)保全区域内の建築物等の高さについては、号1紙図面に

表示されたものを最高限度とする。ただし、当区域の

景観風致を増進する施設の場合はこの限りでない。

(2)特別保全地区内の建築物等は、別紙図面:こ表示された

景観基準点からの見通しを妨げないこととする。

5.保全管理の基準

保全区域内における土地および建築物等の所有者、管理

者および占有者等、当該土地および建築物等の管理義務を

有する者は、保全区域の景観風致を維持また|ま 増進するた

め、次の措置を講ずることとする。

(1)宅地内に生育している樹木等:よ 、その土地が緑地的効

果を維持又は増進するような適切な管理をすること。

(2)開発行為、建築行為等によって除去することとなる樹

木等は、必要最小限にとどめること。なお、工事等の

ためやむをえず一時的に樹木等を除去した場合は、す

みやかに現状以上の緑地的効果のあるようにあらたに

植樹その他の対策を講じること。

(3)宅地内の空地、法地等は、日照・採光・通風その他使

用上やむをえない場合を除き、極力植樹等を行い、(1)

に準じて管理すること。

(4)建築物等には、保全区域の景観風致保全上好ましくな

い色彩、形態に変更しないこと。

|.異穂期日

この要網は、昭和 47年 11月 13日 から実施する。

平成 7年 7月 1日 一部改正
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2.出手日T地区地区計画

1山
手町地区地区計画

横浜市申区上野町、妙番寺台3元町及び山手町

約 16,Oha

lil■ご::tit〕 :11撃 本地区:ま t港に薔する丘からの眺望に恵まれた、開港 |

以来の歴史と文化を亀濃く残した個性的で魅力ある街並み
|

を有する住宅・文教地区である。            |
本地区計画は、住宅・文教地区としての環境を維持す

|

るとともに、縁豊かな低層の街並みや眺望、歴史的資産な
:

どを経承しつつ.個性ある文fヒの発信と魅力あるまちづく
|

―              l

りを推進することを目標とする。

土地利用の方針 1.露港以来の歴史や文fヒを伝える歴史的建造物などの保

全。活用と伝統と風格ある街並みの形成を図る。

2.低層を主体とした住宅及び学校等の施設の立地を図る。

3.曲手本通り等の街路と一体となった、開放的でゆとり

のある敷地空間を形成する。

開藩虫桑あ庭史文:ヒ を伝える住宅・文教地区としての
|

彊   |
定め、次のような建築物を誘導する。

1:敷地の分割:ま極力行わず、ゆとりある敷地を確保す

る。

2.建築物等の高さ|ま地区内の既存建築物との開和に配

慮し、低層の街並みの形成を図る。また、建築物の

高さが 10mを超える場合は、景観的にも優れ地域ヘ

の貢献度が高い建築物にするよう努める。

3.建築物の外観及び色彩は、周辺との構和のとれたも

のとする。

4.建築設織:ま敷地外からの視界に配慮した色調、設1置

位置とする。

5.屋外広告物:ま設置しないよう努める。

6、 駐車場及び駐織場は極力敷地外から内部が見えない

よう配慮する。

7.歴史的建造物は極力保全するよう努める。

緑 fと の方針 潤いと蟻力ある景観形成と環境の向上に向けて、敷地

内の積極的な縁化と緑の保全を図る。特に、道路に画する

垣、さく:ま緑fLに努める。

担当課 :横浜市都市整備局都市再生推進課 TEL:0115-671-2673

竜FI名称 A'11● じた::三

区分

1面積 約 ll.5ha 約 1.lha

一べ
一

一・一ｔ

一一〕

一ヽ．・，一
一一二

建長札等ら

査讐澪方針

理装tこ
1::菫こI,11:裏

二:jl11、
:,

11li■ i11:f〕

illit,::lt

建築物の

高さの

最高限度

次の各号に鶴げる建築物以外の建築物は、建築してはならな iゝ.       :

1.住宅                               |
21住宅で事務所、店舗等その他これ らに類する用途を兼ね備えるもののう

|

ち建築基準法施行令 (昭和 25年政令第 338号 。以下 「令」という,)第
|

130条の 3に 規定するもの

3,共同住宅、寄宿舎又は下宿

4.学校、図書館その他これ らに類するもの

5,神社.寺院、教会その他 これ らに類するもの             1
6“ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

i

7.老入福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

8.公衆浴場

9“ 病院.診療所

10.巡査派出所、公衆電話その他これらに類する令第 130条 の 4に規定する

公益上必要な建築物

11./A・ 益上必要な建築物で令第 130条 の 5の 4に規定するもの

12、 自動車車庫で床面積の合計が 300選 以内のもの (3階以上の部分をその

用途に供するものを除く。)

13,前各号の建築物に付属するもの |

i破巣護滅言竜又 毒Л£ゴ[E進事』基量呈野墨[量Iの動
|

として使用するもの                       |
2.露書館、管理事務所その他これ らに類する居住者の共同の利便に供する

!

建築物の数地 として使用するもの                 1
3.本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で

|

本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて
|

建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地
|

について、その全部を一の数地として使用するもの         |

開

発

及

び

保

全

の

方

針

建

築

物

等

〓

関

す

る

事

項

1“ 建築物の高さlま 、 10mを 超えて :ま

ならない。

2.建築物の各部分の高さは、当該部

分か ら前面道路の中 い́線又1よ隣地

境界線までの真北方向の水平距離

に O.6を 乗 じて得たもの 1■ 7mを

加えたもの以下としなければなら

ない

3.前 2号の規定は、敷地面積 /Ji l,000

ぶ以上であり、かつ、次に掲げる

用途に供する建築物には適用しな

tヽ .

(1)学校、図書館その他 これ ら

に類するもの

(2)神社、寺院.教会その他 こ

れ らに類するもの

(3)児 童福祉法 (昭和 22年法律

第 164号 )に 規定す る児童

擁護施設

1.建築物の高さ:ま 、15mを 超えては

ならない。

2,建築物の各部分の高さ}よ 、当該部

分から前面道路の中,い線又Iま隣地

境界線までの真 1ヒ 方向の水平距離

に 0.6を 乗じて得たものに 7 rnを

加えたもの以下としなければな ら

ない。

1鬱量:等
の

又は意匠の

制限

区域、地区整備計画の区域及び地区の区分は、計画躍表示のとおり

瑯 市計画決定  平成 10年 10月 15日 1           :
〔条例告示・雄行 平成 16年 12月 24日〕

t｀ ■:::ヽ  ltittil:ll:::i::

1.建築物の農根及び外壁の色彩又は装飾は、周囲の景観と調和したものとする。

2.塁外|=設ける建築設備は、簿運と議和するよう、位置、設置方法、色彩等に

配慮する。

3.屋外広告称:ま,闘週と調和するよう、位置、大きさ、設置方法、色彩等に配

慮したものとする。また,屋上の広告物又は独立した屋外広告物は設置し

ないものとする。

lti5 xll
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3.横 浜 市 風 致 地 区 条 例 に 基 づ く 許 可 基 準
機 課 職 難 建築局建築離 離 鐵 霧 撃醸 職 係TEL理 5ゼI瑚バ

1.建築物の建築

・対象となる行為

建築物の新築、増築、

・認可の基準

改築またIま 移転で、その部分の床面積の合計が 10館 を超えるもの

建ぺい率 容積率
建築物の

高さ :進路側 |その他
:

位置の高低差

1第 3種風致地区
|

40% 1用 途地域の 10m 2m1 lm l

40% 容積率による 15m
6m

第 4種風致地区 | 1 2m l lm i

植裁 本数 :敷地面積 30直 につき 1本以上、敷地面積が 200ぶ未満の場合は

4本以上の植裁をしてください。また、できる限り道路沿いなど敷地の外同部

を重点:=植栽し、既存樹木も本数に含めることができますので、残すように検

討してください。

植栽時の樹高 ;樹高については、原則として建築物の階数 (既存含む)

より、【表 2】 の高さ以上の樹本を植栽してください。

色彩 周辺の風致と不調和にならないような色及び色合いで計画してください

色見本、材料見本の提示をお願いする場合があります。

【表 2】

2.=作犠0霧築等

・対象となる行為

擁壁、鉄塔、高架水槽等の屋上工作物、広告板その他これらに類するもので、高さ 1.5mを 超えるものの新築、改築、増築または移転。

,認可の基準

工作物の位置、規模、形態及び意匠がその土地及びその周辺の区域における風致と不調和とならないようにしてください。

屋上工作物等 :景観保全のため目隠し等の処置をお願いします。

擁壁 :原則として、擁壁の表面をつる値物で覆う、擁壁下の平坦部に植栽を行うなどの緑化を行うか、間知石擁壁、石張り又は模

型型枠を使用した擁壁とするなどの配慮をお額いします。また、擁壁の位置や規模によっては、洗い出し、はつり、吹付、

塗装による表面仕上げ等をした擁壁とすることも出来ます。

3,宅地0造成、土地0閥墾その機の土地0群質変
=・対象となる行為

①面積が 60 1Tt‐ を超える土地の形質の変更

② l.5mを 超えるのりを生ずる切土、盛土を伴うもの

・許可の基準

【表3】

種 男導 必要な緑地面積

第 3種風致地区

第 4種風致地区
宅地の造成面積 X10%以上

土地の形質の変更をする際は、風致地区の種別ごとに 【表31の必要緑地面積の規定が適用されます。

植栽の基準及び管理保全計画書の提出については、宅地の造成等の面積により 【表 4】 が適用されます。

E套 41

種 別 宅地の造成等の面積 500 rri‐ 以上 宅地の造成等の面積 500ボ未満

:緑地面積 20ボ当たり、高さ3m以上の高本 1本、高さ 左記高本1本を10扇、左記中本1本を 2 1Ti、 低木1本を0,4

ぶの計算で緑地面積を確保し、植栽してください。なお、
|の り面をつる種物で覆う場合は、3本あたりlF‐iと して
‐
緑地区域に算入できます。

植裁の基準
lm以上の中本 2本、低本 15本以上の基準とします。

1

: 種 別  ||         |

管理保全計画書の提出が必要.

管理保全計画書 また、緑地区域の樹林及び施設についでは、権利を有
するものが緑化の趣旨に基づき管理保全してください。

既存壕:韓等

管理保全計画書の提出は必要なし。

既存樹林等がある場合は、できる限りこれを残し活用してください。既存樹林については、樹冠に覆われた面積
を算入することができます。

緑地区域 緑地区域は宅地内に設置し、原則として道路に接する位置及び外縁部とします。

緑地区域勢形状
緑地区1或の土地は、その地表が平坦又は概ね傾斜角度 30度以下であつて、櫨裁可能な地形及び土壌としますが、

既存梅林について|ま 、この限りではありません。

4.ホ常0偶様

・対象となる行為

建築物の存する敷地で行う、高さがうmを超える木竹の伐採

建築物の存さない土地で行う木竹の伐採 (間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のための通常の管理行為を除く)。

・認可の基準

高さが 5mを超える木を伐採する場合は、 1本伐採ごとに lm以上の樹木を 1本補植してください。

高さが 5mを超える竹を伐採する場合は、伐採面積 20ゴ毎に lm以上の樹木を 1本補植してください。

建築物の階数  平屋  : 2階建  3階建以上

樹高 (植栽時)1 lm以上 2 rn以上 1 3m以 上
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4。 緑化地域制度
‐

(経化地域OE域)

住居系用途地域全域 (第 1種低層住居専用地域、第 2種低層住居専用

地域、第 1種中高層住居専用地域、第 2種 中高層住居専用地域、第 1

種住居地域、第 2種住居地域、準住居地域)

(轟IL率0最機臓慶)緑 fヒ率の最低限度 10%

{縁13率の規制の対歎となる敷地面積0親篠}

敷地面積の規模は、緑fヒ地域全域について 500111で す。

(織化率規制0対象となる建築行織 )

新築及び増築を行う場合に対象となります。改築や模様替、修繕の場

合は対象となりません。

(級化準の理爾陰丼 )

「横浜市緑化地域内における建築物の緑化率のお1限に関する基準」の

許可基準に基づき、市長が許可した建築物について:よ、緑fヒ率の最低

限度の適用が除外されます。
X制度や手続きの流オ1の詳細について:ま 、「緑化地域制度の手引Jを
参照してください。

(織化施識●面積算定の仕方)

各施設ごとに少数第 3位以下を切り捨てて算定します。

担当課 :横浜市環境倉り造轟開発調整諜公園緑化協議担当 TEL:045-671-3916

●計算倒

・樹冠の大きさの異なる樹本と芝警を橿鷲する燿含

崎，
①樹木

②樹本

③樹木

④芝等

水平投影面積  017mXO,7mX3,14=1.5(王 慇ボ →1.53ポ※

水平投影面積  Q7mXO、 7綺 X3,14=1.5386ば →
1‐ .53請※

水平投影面積  3,OmX3.OmX3.14=28.26ぶ  →23.26ぶ ※

水平投影面積  75mX3.5m=26.25ぶ      →2625ぶ※

1,53ぶ +1轟8麟 +2aa勧哺 +2Q25ぶ =潔 も7ぶ

この敷地の緑化施設の面積は、57.57ぽとなります。

・緑
`じ

施設の面積   57.57ぶ
=敷地面積

・緑イヒ率

510ボ

5757/510≒ Ql12382→ 11。28%

5.横浜市斜菫地における地下室建築物の建築及び開発の制限に関する条例悌2条から5条)

担当課 :横浜市建築局宅地審査部宅地審査課 TEL:015-210-9茎 17

◆ 定 義  (第 2条 )

【地 下 室 建 築 物】周灘の地面と接する位置停敵 差が3mを超える共1司 住宅又Iま長麗の

用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有する

【斜 面地 開発 行 為】都計法第 29条第 1項の許可 欄 発許可)を要する開発行為で、

地下室建築物の建築を爾的とするもの

もの

制限の内容  (第 3条～第 5条 )

0樹木 0輔木

【地下室建築物】

地下室建築物の建築の制限と斜面地開発行為の制限について規定します。

:◆ 地下室建築物の建築の調銀         :

ととなる盛土

※道路から地下室建築物の通路を確保するための盛士又:ま災害防止のた :
めの盛上で、市長がやむを得ないと認めるものはこの限りでない   |

【縁化 等 の義務 】 (第 5条)          !
敷地の最 も低い位置で規則で定める部分に境界線から :

4m以上の幅の空地を設 :す て、当該空地において、敷地 :

面積の 10%以上の緑化又は既存の樹本の保存を行 う  :

この建築物の縁 (こ率 |ま11.28%とな ります=

※住戸及び住室J)増加を伴わない増築をする場合で、
境を害するおそれがないと認めて許可したときは、

:5階まで

:6階まで
市長が当該地域の環
適用しない

導綸以上

第 1種最高限高度地区における制限のイメージ
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6.横浜市建築基準条例第 4条 30規定によつて設ける駐車場施設の基準
担当課 :横浜市建築局建築審査部建築審査課 TEL;045-210-9857

7.宅地達成等規制法 攀施行令 (第 6 8。 横浜市魅力ある都市景観の創造に

条～第 10条 )及び横浜市建築基準 関する条例にもとづく擁壁の修景
条例 (第 3条、細則第 18条 ) 基準

II メ≒摯砕

lir等革霞量

以

　

　

　

　

　

　

以

担当課 :横浜市建築局宅地審査部宅地審査課  TEL:045-210-9817

横浜市建華基準無側 鏑 3彙

高さ3メ ートルをこえるがけ (一体性を有する 1個の傾斜地で、

その主要部分がこう配 30度をこえる斜面であるものをいう。以

下この条|こ おいて同様とする。)の下端ならの水平距離が、がけ

の高さの 2倍以内の位置|こ 建築物を建築し、または建築物の敷地

を造成する場合|こ あしヽては、がljの形状もし<|よ土質また|ま 建築

物の規模、構造、配置もし<は用途|こ応じて、安全上支障がない

位置|こ 、規則で定める規模及び構造を有する擁壁または防土堤を

設|すなければならなしヽ。

ド`……… ……̂規制螂闘銀携…………………‐―鷲
図 1(注 )原則として擁壁又は防止堤を築進すること

図 1の範囲内|こ建築し、又は建築物の敷地を達成する場合には、が

けの形状、土質、建築物の規模、構造、配置、用途|こ応じて安全上支

障のない位置に、法令及び宅地達成等規tlj法施行令第 6条から第 10

条までの技術基準|こ適含する擁壁又は高さ2メートル以上の防土堤を

設けなければならなしヽこととしています。

本条の適用を受けるが|すは、その角度 (e)が 30度を超え、かつ

その高さ (H)が 3メートルを超えるものであり、自然がけであるな

否かは問いません。

なお、高さ2メ ートルを超える擁壁は、法第88条第 1項の規定に

より建築主事又|ま指定確認検査機関を受ける必要があります (宅地造

成工事規制区域内で宅地造成等規正法の許可を受けた擁壁を除<))。

担当課 :横浜市建築局宅地審査部宅地審査課 TEL:045-210-9817

10擁壺春̀
|の

■き
:

。道薔沿い。・““・3m厳下
(ただし、幅0.5m以上の機構を行うことので

“

菫崎を難lfた颯合は.5総で饉和)

。遺路沿い鍼外 ・̈5m以下

I葛慕轟慕
「
~~~~… ………………………………………………………Ч―――一一

|

| ・擁壁等については、高さを抑えるほど圧違感を減少させることができます。
|

| 
・地形的特長を踏まえ、原員J5m以下としました。            |

: ・景観上影響の大きい道路治しヽについて1よ、3m以下とL/、 圧迫懸への配慮 i

|  を行つた場合、5rnまで緩和t/ます。

※橿難できる空地幅0.5m
・…中本i機高1～3miを

橿裁する場合の最優幅

【道路沿いの擁壁のイメージ】 
権議できる空地≧0.5m

:◎ 緑化の基準・牽2)i

露発区域露積の15%以上

(道路沿い0擦量の下輝で、中本を機構した

部分は饉数を5倍で換算して算定。ただし、

現行の縁化の轟準を下回らないこと。)

くヽ考え方>             :
1 ・一定の嫁の穂優を藝るため、新た I

:  1こ基準を定めます:,       |
: 。景観の観点から、係数を設1するこ

1

1 賛議 猥 ● 3象響
離 膵 部

|

業1 贈餞、土薔めを薇れる建無織 (地下車薄など)の

“

分を含みます。

巌2 ・都市麟地法に基づく『織壌協菫」0綺織を義義付けます。
。この基準とは題に、儀0書魔に定める繰傷墓導 (■致地区など)も菫守する
必事があります。ただし、この議導により構義する日種は、機0督度にもカ
ウントする事ができます.

難 略

敷地
―

道路

含、5無で携算

【機議のイメージ】
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